
 ふれあい・子育てサロン推進事業 実施要綱 

 

１．目  的  登別市地域福祉実践計画「きずな」では、子育てを親だけの問題として捉え

るのではなく、社会や地域が一体となって子育てを支援していくことが必要と

されています。 

本事業は、子育て中の親や子どもに関心のあるすべての方が、気軽に・無

理なく・楽しく・自由に参加し、子どもに関する情報交換や親同士の交流を

図るための時間と場所づくりの活動を地域住民が主体となって行うことを目

的とし、保護者の育児に対する不安や負担の緩和を図るため、地域における

子育てサロンの普及とともに、子育てを支え合う地域づくりをめざし実施し

ます。 

２．主  催 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会 

３．運  営 各サロン 

４．対 象 者 子育て中の親子や地域住民 

５．開催地区 市内中学校区 5 地区に広まるよう推進します。   

６．場所頻度 各サロンにおいて決定します。 

７．実施項目 ①「ふれあい・子育てサロン活動登録書」（様式Ⅰ）、「ふれあい子育てサロン

活動報告書」（様式Ⅱ）を提出することとします。 

       ②定期的にサロン運営のふりかえり（反省会）を行います。 

８．内  容 各サロンにおいて決定します。 

９．経  費 ①活動支援費として１ヶ所あたり年額 24,000 円を助成します。 

       ②特別行事等にかかる運営費については参加者より実費経費を徴収し実施し

ます。 

       ③サロン参加者に対する傷害保険については、社会福祉法人全国社会福祉協議

会が所管する、社協の保険「ふれあいサロン・社協行事傷害補償」とし、サ

ロン実施団体の任意加入とします。また、保険料は、サロン実施団体の負担

とし、保険加入に係る手続き等については、本会にて行うこととします。 

④会場費については、本会で負担することとします。 

⑤備品の購入及び作成等については、各サロンの会議及び本会で検討し、行

うこととします。 

10．個人情報 本事業にかかる個人情報は、本会事業の運営管理のみに利用します。     

11. 事 務 局  社会福祉法人 登別市社会福祉協議会  地域福祉課 

〒059－0016 登別市片倉町 6-9-1 登別市総合福祉センターしんた 21 内 

ＴＥＬ：0143-88-0860 ＦＡＸ：0143-88-4546 

E-mail： info@kizuna-shakyo.jp  ＨＰ： http://kizuna-shakyo.jp/ 

 


